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第１章 計画の背景と目的 

 

１ 計画策定の必要性 

 

 平成 28 年熊本地震（以下「熊本地

震」という。）では、最大震度 7 の揺れを 2
度にわたり観測し、住宅の倒壊などにより

204 人（平成 29 年 2 月現在）の尊い命が

失われ、18 万 4 千棟を超える建築物に被害

が及ぶなど、甚大な被害が発生しました。 
 更に、平成 28 年 10 月 21 日に最大震度

6 弱を記録した鳥取県中部地震が発生する

など、熊本地震と前後して大規模な地震が

全国で発生しています。 
 大規模地震に対する対策は、平成 7 年 1
月に発生した阪神・淡路大震災を契機とし

て、「建築物の耐震改修の促進に関する法 
律」（平成 7 年法律第 123 号。以下「耐 
震改修促進法」という。）が平成 7 年に制定され、既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進を図っ

てきましたが、その後の新潟県中越地震、福岡県西方沖地震等の頻発、東日本大震災による甚大

な被害及び東海、東南海・南海地震等の発生の切迫性等を受けて、平成 18 年の法改正で、建築物

の所有者等に対する耐震化の努力義務や指導等の拡充が行われ、平成 25 年の法改正で、一定規模

以上の多数の者が利用する建築物等の耐震診断の義務付け等の措置が講じられました。 
 山都町（以下「町」という。）では、国・県からの通知に基づき平成 25 年 3 月、「山都町建築物

耐震改修促進計画」（以下「町促進計画」という。）を定めるとともに町有施設の耐震化を進めて

きました。 
しかしながら、建築物の耐震化の必要性に対する理解が進まなかったことや費用・技術的な問

題などによって、建築物の耐震化が思うように進んでいなかった状況下で熊本地震が発生し、大

きな被害を被っています。 
 今回発生した熊本地震の震源域付近に布田川断層帯、日奈久断層帯が存在しており、熊本地震

は、これらの断層帯の活動によるものと考えられています。 
国の「地震調査研究推進本部 地震調査委員会」による平成 29 年（2017 年）1 月 1 日を基準日

として算定した活断層の長期評価による地震発生確率の更新においては、「日奈久断層帯（八代海

区間）」及び「日奈久断層帯（日奈久区間）」は我が国の主な活断層の中でも地震発生確率が高い

グループ（S ランク）に属しています。これらや南海トラフ沿いの地震をはじめ、大きな地震の発

生が憂慮されており、いつ、どこで大規模な地震が発生してもおかしくないとの認識のもと、早

急かつ計画的に建築物の耐震化を促進する必要があります。 
 

 

 

 

 

 平成 28 年熊本地震の被害状況（山都町内） 
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【参考】 主要活断層の長期評価（地震発生確率の評価） 

       （政府・地震調査研究推進本部  算定基準日：平成 29 年 1 月 1 日） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 九州地域の長期評価対象の活断層 
（出典：地震調査研究推進本部 
           九州地域の活断層の長期評価） 

 布田川断層帯・日奈久断層帯の活断層位置（出典：地
震調査研究推進本部 布田川断層帯・日奈久断層帯の

評価（一部改訂） ランクの図示は県による。） 

 主要活断層帯の長期評価の概要（熊本県分抜粋） 

（出典：地震調査研究推進本部 今までに公表した活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧） 

①Ｘランク 
(確率が不明) 

③Ｚランク 
(確率がほぼ 0％) 

④Ｓランク 
(確率が高い) 

⑤Ｓランク 

(確率が高い) 

⑥Ｘランク 
(確率が不明) 

②Ｘランク 
(確率が不明) 

Ｘランク（不明） 

全国で 49 区間 

計：189 区間 

Ｓランク（高い） 

全国で 35 区間 

Ａランク（やや高

い）全国で 49 区間 

Ｚランク（ほぼ 0％） 

全国で 56 区間 

Ｓランク：評価対象主要断層中（不明分を除く）、 

地震発生確率が最も高い 

 

  
日奈久断層帯（八代海区間） 

日奈久断層帯（日奈久区間） 

 

熊本県内 

平均活動間隔

ランク 色 30年以内 50年以内 100年以内 最新活動時期

布田川断層帯 不明
（宇土半島北岸区間） 不明
布田川断層帯 不明
（宇土区間） 不明
布田川断層帯 8,100年-26,000年程度
（布田川区間） 平成28年（2016年）熊本地震
日奈久断層帯 1,100年-6,400年程度
（八代海区間） 約1,700年前以後-約900年前以前
日奈久断層帯 3,600年-11,000年程度
（日奈久区間） 約8,400年前以後-約2,000年前以前

日奈久断層帯 不明
（高野－白旗区間） 約1,600年前以後-約1,200年前以前

別府－万年山断層帯 約4,300年-7,300年
（崩平山-亀石山断層帯） 13世紀以降

約8,000年以上
約7,300年前以後-約3,200年前以前

概ね8,000年
約7,300年前以後-約2,400年前以前

4％以下

⑨ 出水断層帯 7.0程度 Aランク ほぼ0％~1％ ほぼ0％~2％ ほぼ0％~4％

⑧ 人吉盆地南縁断層 7.1程度 Aランク 1％以下 2％以下

ほぼ0％③

ほぼ0％

⑥ 6.8程度 Xランク 不明 不明 不明

⑦ 7.4程度 Zランク ほぼ0％ ほぼ0％

ほぼ0％~20％

④ 7.3程度 Sランク ほぼ0％~16％ ほぼ0％~30％ ほぼ0％~50％

⑤ 7.5程度 Sランク ほぼ0％~6％ ほぼ0％~10％

Xランク 不明 不明

ほぼ0％ ほぼ0％

地震発生確率

（起震断層/活動区間）

7.0程度 Zランク

断層帯名 長期評価で
予想した地震規模
（マグニチュード）

我が国の主な活断層
における相対的評価

不明

② 7.0程度 Xランク 不明 不明 不明

① 7.2程度以上
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２ 熊本地震における建築物の被害の概要 

 
（１） 熊本地震の概要 

平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分、熊本県熊本地方の深さ 11km でマグニチュード 6.5 の地震

（前震）が発生し、上益城郡益城町では最大震度 7 を観測しました。更に、この地震の約 28 時間

後の 4 月 16 日 1 時 25 分に同地方の深さ 12km でマグニチュード 7.3 の地震（本震）が発生し、

上益城郡益城町及び阿蘇郡西原村で震度 7 を観測しました。震度 7 の観測は九州地方では初めて

のことであるとともに、一連の地震活動で震度 7 を 2 度観測、更に 2 自治体同時に震度 7 を観測

したことは、観測史上初めてのことです。 
 
項目 前震 本震 

発生日時 
平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分 

【震源地】 熊本県熊本地方（深さ 11km） 

平成 28 年 4 月 16 日 1 時 25 分 

【震源地】 熊本県熊本地方（深さ 12km） 

地震規模 マグニチュード 6.5 マグニチュード 7.3 

最大震度 震度 7（益城町） 震度 7（益城町、西原村） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 平成 28 年熊本地震の概要 

 平成 28 年熊本地震（本震）の震度分布図及び推計震度分布図 

（資料：気象庁ＨＰ） 
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（２） 熊本地震の被害状況 

平成 29 年 2 月 28 日現在、人的被害は死者 204 人、負傷者 2,671 人、住家被害は全壊 8,665 棟、

半壊 33,292 棟、一部損壊 142,916 棟、合計 184,873 棟に上っています。また、宅地においても

地盤の亀裂や陥没、液状化等の被害が確認されています。 
 

被害区分 状況 備考 

人的被害 死者数 204 人 6 月 19 日から 6 月 25 日に発生した豪雨による被害の

うち熊本地震との関連が認められた死者数 5 人を含む 

負傷者 2,671 人 6 月 19 日から 6 月 25 日に発生した豪雨による被害の

うち熊本地震との関連が認められた被害者 3 人を含む 

住家被害 全壊 8,665 棟 6 月 19 日から 6 月 25 日に発生した豪雨による被害の

うち熊本地震との関連が認められたものを含む 

（全壊 14 棟、半壊 113 棟、一部損壊 9 棟） 

 半壊 33,292 棟 

 一部損壊 142,916 棟 

非住家被害 公共建物 437 棟  

 その他 10,314 棟  

 
（３） 建築物の被害状況 

益城町中心部の建築物の被害が著しい地域で日本建築学会が行った建築物の悉皆調査（対象範

囲内の全数調査）では昭和 56 年 5 月以前の建築基準法に基づく耐震基準（以下「旧耐震基準」と

いう。）のもとで建設された木造建築物の倒壊率は 28.2％に上り、新耐震基準のもとで建設された

木造建築物の倒壊率（昭和 56 年 6 月~平成 12 年 5 月：8.7％、平成 12 年 6 月以降：2.2％）と比

較して顕著に高くなっています。 
 また、昭和 56 年 6 月以降建設の

うち倒壊した木造建築物の被害要因

のほとんどは、柱と梁
はり

等の接合部が

平成 12 年 6 月以降の建築基準法の

規定による仕様を満たしていなかっ

たためであると分析されています。

接合部以外で被害を大きくしたと考

えられる要因は、地盤変状、隣接す

る建築物の衝突、シロアリによる木

材の劣化とみられています。 
 
 

 
 

～昭和 56 年 5 月  昭和 56 年 6 月     平成 12 年 6 月～     木造全体 

    (759 棟)     ～平成 12 年 5 月     （319 棟）        （1955 棟） 

                   （877 棟） 

木造の建築時期別の被害状況 
（資料：熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書） 

被害状況一覧 

（資料：熊本県危機管理防災課（平成 29 年 1 月 31 日）公表資料） 

 住宅の倒壊 



5 
 

学校施設は、構造体の耐震化が進んでいたため、一部損壊はあるものの倒壊した棟はありませ

んでしたが、県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校 637 校の 6 割以上にあたる 425 校

が被災し、体育館の天井材や照明設備の落下等によって、指定避難所として十分に機能しなかっ

た施設もありました。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 また、建築物周辺地盤の地割れや凹凸などの地盤変状、液状化による建築物被害も数多く発生

しました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） その他の被害状況 

その他、ブロック塀の倒壊による被害、エアコンの室外機や給湯施設の転倒の被害、エレベー

ター停止による閉じ込め被害なども多く発生しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 天井の脱落（体育館） 

 建築物の地盤のクラック 

盛土擁壁の被害 

 

エレベーターの停止 

 天井の脱落（校舎） 

 

 ブロック擁壁の崩壊 

ブロック塀の倒壊 
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（５）山都町内の被害状況 

  

町における平成 28 年熊本地震及び豪雨による被

害は下記のとおりで、住宅被害のほかにライフライ

ンの分断や土砂災害など甚大な被害が発生しまし

た。半壊以上の住宅に対する応急修理は 181 件の受

付が有り、平成 31 年 3 月の完了期限に向けて作業が

行われているところです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1) 地震の規模等

山都町

最大震度

２）被害の状況

（1)人的・住家

死者 負傷者 大規模半壊 半壊 一部損壊

山都町 3 44 203 515

　　　平成３０年３月１２日現在

（２）その他の被害

件数

河川 ５件　　　

道路 １０２件　　　

橋梁 件　　　

合計 １０７件　　　

治山 ３件　　　

林道 １５件　　　

合計 １８件　　　

田 ７５件　　　

畑 １２件　　　

水路 ４１件　　　

道路 ５１件　　　

ため池 ２件　　　

揚水機 件　　　

合計 １８１件　　　

591,047千円　　　　　　　　　

平成２８年４月１４日２１時２６分 平成２４年４月１６日１時２５分

震度５強 震度６弱

震度７（益城町） 震度７（益城町・西原村）

全壊

※熊本地震との関連性が認められたものを含む※熊本地震との関連が認められた被害者を含む

16

人的被害（人） 住家被害（棟）

項目 査定額

24,000千円　　　　　　　　　

567,047千円　　　　　　　　　

農業災害

林業災害

公共災害

156,560千円　　　　　　　　　

25,001千円　　　　　　　　　

488,463千円　　　　　　　　　

10,287千円　　　　　　　　　

135,311千円　　　　　　　　　

145,598千円　　　　　　　　　

149,455千円                  

16,822千円                  

140,625千円　　　　　　　　　

通潤橋被害状況 
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３ 計画策定の視点 
 

平成7 年1 月17 日に発生した阪神・淡路大震災では，地震を直接の死因とする5,502 人のう

ち，約9 割の4,831 人は，家屋，家具類等の倒壊による圧迫死と思われるものでした。また，建

築震災調査委員会の報告書では，昭和56 年6 月1 日の建築基準法の改正によって強化された新

耐震基準に基づいた建築物は，倒壊に至るような大きな被害が少なかったとのことで，この傾向

は，平成16 年の新潟県中越地震においても顕著でした。平成28年熊本地震の建築物被害状況調

査（前述）においても同様の傾向が認められております。 

こうしたことから，大規模地震による被害を減少させるためには，新耐震基準が導入される前

の建築物について耐震性の向上を図ることが重要です。また、地震で傷んだ住宅は、新耐震基準

（昭和 56年 6月）以降の住宅でも柱等の構造部分の劣化が進み耐震性が不足しているものもあり

ます。また、熊本地震においては接合部の仕様等が明確化された平成 12年以降の木造建築物の倒

壊率が低かったことから、平成 12年に明確化された仕様等に適合しない木造住宅の補強等を検討

する必要があります。 

 

４ 計画策定の目的 

 
町では、「耐震改修促進法」に基づく法定計画として、平成 25 年 3 月に町促進計画を策定し建

築物の耐震化を促進してきました。 
その後、平成 25 年 11 月には耐震改修促進法の一部改正が行われ、建築物の地震に対する安全

性の向上を一層推進するため、全ての建築物の耐震化の努力義務、不特定多数の者が利用する大

規模建築物等の耐震診断の義務化・耐震診断結果の公表などの規制強化と建築物の耐震化の円滑

な促進のための措置が盛り込まれました。 
 国が耐震改修促進法に基づき定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的

な方針（以下「国の基本方針」という。）が平成 28 年 3 月に改定され、耐震性が不足する住宅を

平成 37 年までにおおむね解消する等の目標を定め、建築物に対する指導等の強化や計画的な耐

震化を図ることとされています。 
 このような中、平成 28 年 4 月に本県を中心に甚大な被害をもたらした「熊本地震」、平成 28 年

10 月には鳥取県中部を震源とした「鳥取中部地震」など大規模な地震が発生し、今後も大きな地

震が憂慮されており、耐震化の重要性及び緊急性が更に高まっています。 
 今回の町促進計画策定においては、今後の地震による建築物の倒壊等の更なる被害を未然に防

止し町民の生命、身体及び財産を保護するため、熊本地震の教訓や課題も踏まえ新たな目標や施

策を設定し、建築物の耐震化のより一層の促進を図ることを目的とします。   
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山都町総合計画 

 

５ 計画の位置づけ 

町促進計画の計画期間は、平成 30 年度から令和 8 年度までとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山都町耐震改修促進計画と関係法令及び上位関連計画 

建築基準法 
建築物の耐震改修の 
促進に関する法律 災害対策基本法 

熊本県地域防災計画 

建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図る

ための基本的な方針 

熊本復旧・復興４ヵ年戦略 
平成２８年熊本地震からの

復旧・復興プラン 

熊本県建築物耐震

改修促進計画 

防災基本計画 

熊本県住生活基本計画 

国 

県 

町 

山都町地域防災計画 

山都町復興計画 
山都町建築物耐震改修

促進計画 
山都町住生活基本計画 

山都町公営住宅等長寿

命化計画 
山都町公共施設等

総合管理計画 
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平成 25 年 11 月 25 日に施行された、改正耐震改修促進法の主な改正点は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※法律の改正等に伴う国の基本方針の見直し 
 

【参考】 改正耐震改修促進法の主な改正点 

○要緊急安全確認大規模建築物 

・不特定多数の者が利用する大規模建築物（病院、店舗、旅館等） 

・避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物 

（老人ホーム、小学校、幼稚園等） 

・一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等 

 

耐震診断結果の報告期限：平成 27 年 12 月 31 日までに所管行政庁に報告 

 

○要安全確認計画記載建築物（耐震改修促進計画に位置付け） 

・緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 

・防災拠点建築物（官公署、病院等） 

 

耐震診断結果の報告期限：地方公共団体が定める日までに所管行政庁に報告 

 

①建築物の耐震化の促進のための規制強化 

耐震診断・改修 

の努力義務対象 

○多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

○一定規模以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場 

○マンションを含む住宅や小規模建築物等 

耐震診断の 

義務対象 

②建築物の耐震化の円滑な促進のための措置 

○耐震改修計画の認定基準の緩和と容積率・建ぺい率の特例 

・新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の

拡大及び容積率・建ぺい率の特例措置の創設 

○区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 

・耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物（マンション等）について、大規模な耐

震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和（区分所有法の特例：3/4 以上→過半数） 

○耐震性に係る表示制度の創設 

・耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度を創

設 

○住宅、多数の者が利用する建築物の耐震化の目標 

・平成 27 年までに少なくとも９割 

・平成 32 年までに少なくとも 95％、平成 37 年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消（平

成 28 年 3 月改定） 

○法改正の施行後、できるだけ速やかな都道府県耐震改修促進計画の改定等 
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６ 町、所有者等の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①町が所有する公共建築物（以下「町有建築物」という。）の耐震化 

②町建築物耐震改修促進計画の適確な運用 

③地域地震防災マップの作成 

④県と連携した住宅・建築物の耐震化の促進 

⑤町内会活動などの活用と町広報誌による普及啓発活動 

⑥相談窓口の開設 

 町は、地域と一体となった地震防災対策の取組みや地域の自主防災組織などとの連携によ

る住宅・建築物の所有者等に対する防災意識の普及啓発のため、以下の施策に取り組む必要

があります。 
①町が所有する公共建築物（以下「市有建築物」という。）の耐震化 

②町建築物耐震改修促進計画の適確な運用 

③地域地震防災マップの作成 

④県と連携した住宅・建築物の耐震化の促進 

⑤耐震診断及び耐震改修の相談受付 

 （耐震改修促進法第 2 条第 3 項に規定する所管行政庁等への取次ぎ） 

⑥自治会活動などの活用と町広報誌による普及啓発活動 

⑦相談窓口の開設 

 

町の役割 

 住宅・建築物の所有者等は、地域防災対策等（防災訓練、地域による地震時の危険箇所の

点検、災害時要援護者の把握、地域連絡体制の構築など）を自らの問題または地域の問題と

し、防災対策に取り組むことが重要です。自らの生命や財産を守るためには、自らが耐震化

に向けて以下の項目を勘案して行動することが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 

所有者等の役割 

①耐震改修による被害の軽減、生命・財産の保護 

②震災後の生活空間の確保 

③震災後の地域協力体制の確保 

④地域防災活動への積極的な参加 

⑤家具転倒防止策による室内での震災事故防止 

⑥窓ガラスの飛散、ブロック塀の倒壊などによる第三者への危害防止 
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第２章 耐震化の現状・課題と目標設定 
 

１ 対象となる建築物 

 

町促進計画において，対象建築物は，「一般住宅」「特定既存耐震不適格建築物」及び「町有

建築物」とし，下記の通り定義します。対象建築物のうち昭和57年以降に竣工したものは，新耐

震基準に適合している耐震性のある建築物として取り扱います。昭和56 年以前竣工の建築物で

も，耐震診断で「耐震性が有る」と判断された場合は，耐震性の有る建築物として取り扱いま

す。 

 

■一般住宅  

住宅及び共同住宅 

■特定既存耐震不適格建築物 

  特定既存耐震不適格建築物を下記のとおり分類します。（１４頁別表参照） 

１）耐震改修促進法第14条第１号 
「多数の者が利用する一定規模以上の建築物」 
２）耐震改修促進法第14条第２号 
「一定数量以上の危険物の貯蔵場等」 
３）耐震改修促進法第14条第３号 
「緊急輸送道路沿道の一定規模以上の建築物」 
 
平成３０年３月時点で上記２）、３）に該当する建築物は山都町内では確認されていません。 

■町有建築物  

町が所有する建築物 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

２ 住宅の耐震化の現状・課題と目標設定 

 

 本町における住宅の総数は 5,550 戸あり、このうち、統計調査などを基に推計した耐震性があ

るとされる住宅は 2,764 戸あります。 

この推計結果によりますと本町の住宅の耐震化率は 49.8%となります。 

 これは、全国の住宅耐震化率の 82％、熊本県の 79％と比較しても極めて低い状況にあります。 

 住宅の耐震化の現状【単位：戸】     （平成２５年 10 月 1 日現在） 

区分 

住宅総数 

 

（A） 

S56 年 6 月以降の 

住宅 

（B） 

S56 年 6 月以前の 耐震性有住宅数 

【 B＋D 】 

（E） 

住宅耐震化率 

 

（E÷A×100） 

住宅 

（C） 

うち耐震性有 

（D） 

木造 5,1６０ 1,８６０ 
3,３０0 

２,４０６ ４ ６ ． ６ ％  
 ５４６ 

非木造 ３９０ ２60 
１３０ 

３５９ ９ ２ ． ０ ％  
 ９９ 

合計 5,５５０ ２,１２０ 
３，４３０ 

２，７６４ ４ ９ ． ８ ％  
 ６４４ 

   ・平成 2５年住宅・土地統計調査、国の耐震化率調査をもとに推計 

  ・公営住宅は含まない。 

 山都町において平成 20 年から平成 25 年までに耐震性が不十分な住宅数は約 700 戸減少してい

ます。その大部分は建替えや除却によるものと推測され、熊本地震における山都町内の住宅の被

害は全壊が１６棟、大規模半壊・半壊・が 247 棟、一部損壊が 515 棟（いずれも平成３０年３月

１２日現在）となっており、建替えによる耐震化が今後更に進むものと推測されます。 

 住宅については，新成長戦略（平成22 年6 月閣議決定），住生活基本計画（全国計画，平成

28年3 月閣議決定），日本再生戦略（平成24 年7 月閣議決定）等の国の基本方針を踏まえ，町

においても，平成37 年度までに耐震性の不十分な住宅をおおむね解消することを目標として定

めます。 

平成 37 年度の目標達成に向けて、今後約 2,700 戸の耐震化を図る必要があり、既存の住宅の耐

震改修を促進するとともに老朽化した住宅の建替え、除却等についても促進する必要があります。 

 

３ 特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状・課題と目標設定 

 
既存耐震不適格建築物の所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保する

よう耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられています。 
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法 政令

第6条第2項第1号 階数2以上かつ500㎡以上

学校 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校
階数2以上かつ1,000㎡以上
※屋内運動場の面積を含む

学校 上記以外の学校

第6条第2項第4号 階数1以上かつ1,000㎡以上

法第14条
第2号

第7条
政令で定める数量以上の危険物を貯
蔵又は処理するすべての建築物

法第14条
第3号

第4条

耐震改修等促進計画で指定する避難
路の沿道建築物であって、前面道路
幅員の1/2超の高さの建築物（道路
幅員が12m以下の場合は6m超）

 ※政令︓建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

避難路沿道建築物

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を
営む店舗

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く）

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で
旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

体育館（一般公共の用に供されるもの）

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿

事務所

博物館、美術館、図書館

遊技場

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他
これらに類するもの

第6条第2項第3号 階数3以上かつ1,000㎡以上

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

卸売市場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテル、旅館

特定建築物区分
用 途 規模等

法第14条
第1号

幼稚園、保育所

第6条第2項第2号
老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これ
らに類するもの

階数2以上かつ1,000㎡以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他
これらに類するもの

特定既存耐震不適格建築物の要件 
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４ 特定建築物（民間）の耐震化の現状 

本町における特定建築物（民間）については、前述の耐震改修促進法第１４条第１号に規定す

る建築物のみ 7 棟あります。このうち、耐震性があるとされる特定建築物は 7 棟あり、耐震化率

は 100％となっています。 

    特定建築物（民間）の耐震化率の現状【単位：施設】（平成３０年 3月３１日現在） 

 

 

５ 避難路沿道建築物の定義 

耐震改修促進法第１４条第３号に該当する避難路沿道建築物とは、熊本県が定める「熊本

県緊急輸送道路ネットワーク」で定められた緊急輸送道路の沿線上に立地し、地震災害発生

時に倒壊する可能性がある旧耐震基準の建築物であり、前面道路（緊急輸送道路）の幅員に

応じた建築物の高さの基準※を超えるものです。 

 

※緊急輸送道路沿道の対象特定建築物 

 

※前面道路からセットバックしている場合は、セットバック分の長さを加えることとする       

 

 
 

 

 

特定建築物
S56年6月

以降の
耐震性有 特定建築物

総数 特定建築物 特定建築数 耐震化率

【 B＋D 】
（E÷A×
100）

うち耐震性有 （E）

（D）

法第１４条

第１号 1

法第１４条

第２号 0

法第１４条

第３号 0
0 0

0
0 0.00%

7 100.00%

0 0
0

0 0.00%

法

　　　S56年6月以前の
特定建築物

7 6
1

（A） （B）
（C）
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６ 緊急輸送道路の指定 

 緊急輸送道路は、地震直後から発生する救助、避難、物資の調達などの緊急輸送を円滑か

つ確実に実施するために必要な道路として、災害対策基本法に基づく熊本県防災計画にお

いて指定されています。 

 県耐震計画においても、国道、県道を対象に「熊本県緊急輸送道路ネットワーク」を作成

し、耐震改修促進法第５条第３項第１号の規定に基づく道路として指定しています。 

町においては、国道 218,265,325,445 号線の 4 路線が緊急輸送道路に指定されており、本

計画においても前述の４路線を本町の緊急輸送道路として指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

山都町内の緊急輸送道路図 
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７ 公共建築物の耐震化の現状・課題と目標設定 

 

（１） 公共建築物の耐震化の現状・課題 

 公共建築物のうち耐震改修促進法第 14 条第 1 号に規定する特定既存耐震不適格建築物の平成

27 年度末の耐震化率は、県 100%、市町村 97.3%、全体として 97.9%となっています。本町にお

ける特定既存耐震不適格建築物の平成 29 年度末時点での耐震化率は、90.91％となっており、県

内の平均より低い水準となっています。 
本町における町有建築物で耐震化の対象とする施設は 370 施設あり、平成 29 年度末の耐震

化率は 89.20%となっております。 

公共建築物は、建築物の規模や用途、防災上の観点等からも大規模な地震の際も安全性や防災

機能等を確保する必要があり、早急な耐震化に取り組んでいく必要があります。 
 また、町有住宅（町営住宅・教員住宅等）については耐震化の対象とする住宅は 240 棟あ

り、耐震化率は現在 77.50%となっております。これは、全国の住宅耐震化率の 82％、熊本県の

79％と比較しても低い状況にあります。 

 

町有建築物の耐震化率の現状【単位：施設】     （平成 30 年 3 月末現在） 

 

※避難所には民間管理の避難所を含まない 

 

町有住宅の耐震化率の現状【単位：棟】       （平成３０年３月末現在） 

対象外：用途廃止（退去済み解体予定） 

 

 

住宅 ※対象外 S56年6月 耐震性有 町有住宅

総数 住宅 以降の住宅 住宅数 耐震化率

【A－B】 【 D＋F 】

（A） （B） （C） （D） うち耐震性有
と認められた

もの
（G）

（G÷C×
100）

（F）

85
186 77.50%

（E）

対象住宅

区分

S56年6月以前の住宅

町有住宅 250 10 240 101
139

建築物 対象外 対象建築物 S56年6月 耐震性有 町有建築物

総数 建築物 【A－B】
以降の建築

物
建築物数 耐震化率

（A） （B） （C） （D） 【 D＋F 】

うち耐震性有
と認められた

もの
（G）

（G÷C×
100）

（F）

62

うち

特定建築物

うち

避 難 所※ 7

330 89.20%

(特定既存耐震不
適格建築物）

32

(11)

32

(11)

区分

S56年6月以前の建築物

町有建築物 370 0 370 268

（E）

102

42 0 42 34
8

41 97.62%

0

22

0

31

(10)

96.88%

(90.91%)

11

10
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（２） 公共建築物の耐震化の目標設定 

町有建築物（町有特定建築物を含む）は被害情報収集や災害対策指示を行う庁舎等の防災拠点

施設、避難場所等として活用する学校体育館、災害による負傷者の治療を行う病院など防災拠点

として重要な役割を果たす施設が多く、これらが被災し機能しない場合は、町民の安全に直結す

ることが多いため、耐震化が急務となります。 

耐震性が不明な建築物については早急に耐震診断を実施します。そのうち、耐震性が不十分な

ことが明らかになった建築物については計画的に耐震改修等を実施し、必要な処置を講じていき

ます。 

町有建築物についても、国の基本方針及び県耐震計画を踏まえ、平成３７年度までに耐震性が 

不十分な特定建築物を概ね解消することを目標として、耐震改修の促進に取り組むこととします。 

 町有住宅については居住者の退去時に用途廃止する予定の建築物については耐震化が進んでい

ない現状があります。今後「公営住宅等長寿命化計画」と連動し耐震改修や代替住宅の確保等に

努めます。 

 

８ 山都町住まいの耐震改修に関するアンケートの実施 

町では平成２９年１１月に「山都町住まいの耐震改修に関するアンケート」（以下「アンケート」

という。）を木造住宅（集合住宅は除く）の全戸に対して配布し、回答を回収しました。（アンケ

ート文書と回答集計については資料編参照） 

 本アンケートにより、暮らしの安心・安全及び、災害に強い街づくりについての要望を把握す

るとともに、戸建て木造住宅の居住者等の住宅の状況や今後の改修等の意向を把握しました。特

に、住宅の耐震改修の阻害要因を分析することで、本計画及び今後の施策に反映させることを意

図しています。 

アンケートの配布数 5,335 部に対し回答数は 1,166 部で、回収率は 21.7%でした。 
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第３章 策定の基本方針 

 

１ 計画策定の基本方針 

 
国においては平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を踏まえて、耐震改修促進法の改正

及び防災基本計画において地震･津波対策の抜本的強化等の見直しが行われ、社会情勢の変化に応

じた施策の拡充を図り実施してきました。 
本計画の策定においては、これまでの計画内容を踏まえた上で熊本地震の被害の状況、本県の

建築物の耐震化の現状等を勘案し、以下に示す 4 つの基本方針を設定し、建築物の更なる耐震化

の促進に取り組みます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■基本方針１：大規模地震災害から県民の生命財産を守るための建築物耐震化の加速化 

●今後想定される地震時の揺れによる建築物の被害想定に対応し、熊本地震の教訓を踏ま

え、「地震はいつ、どこで発生してもおかしくない。」という前提に立って、補助制度の強

化等、耐震化の加速に向けてこれまでの建築物耐震化の取組みを更に強化します。 

 

■基本方針２：建築物の耐震改修に向けた優先的な施策の推進 

●災害時の活動拠点施設となる庁舎等や緊急避難施設となる学校等の防災上重要な公共建

築物については、優先的な耐震化の取組みを行います。 

■基本方針３：非構造部材等を含めた安全対策 

●近年の大規模地震発生時においては、天井脱落や外壁落下、エレベーター閉じ込め等の非

構造部材及び建築設備に関する被害が多発したことから、非構造部材等を含めた安全対策

に取り組みます。 

■基本方針４：耐震化向上のための防災意識の向上、人材育成 

●建築物の耐震化は所有者自らの問題であるという基本に則り、耐震診断及び耐震改修等に

係る意識の啓発及び知識の普及を前提として、相談体制の整備や情報提供の更なる充実を

図ります。 

●建築物の耐震化の根幹的な推進力は人材であり、専門的技術の蓄積が不可欠であることか

ら、人材育成等に係るこれまでの取組みを更に強化します。 

 

■ 上記の方針に加え、これまでに実施した施策の更なる拡充を図ります。 
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２ 基本方針を踏まえた戦略 

 
 本計画においては、基本方針を踏まえた戦略を立案し、耐震化目標の達成に向けた施策の創出

及び拡充を図ります。 
 

（１） 戦略１：熊本地震を踏まえた耐震化の促進（基本方針１に対応） 

 

 

熊本地震では、度重なる強烈な揺れにより多くの建築物が倒壊する等の被害を受けました。 
この地震により、住宅を含む建築物の耐震化の重要性が全国的に再認識され、同時に、全国的

な課題であることが浮き彫りになりました。 
町では、これまでの県地域防災計画の被害想定を反映した重点的な耐震化の取組みに加え、熊

本地震を教訓に新たな取組みを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 戦略２：防災上重要な公共建築物等の更なる耐震化（基本方針２に対応） 

 
 

熊本地震では、指定避難所の小中学校等が被災したことで、十分に機能しなかった事例があり

ました。また、震災後の活動拠点施設である庁舎等が、損壊や倒壊の危険性が生じたことにより、

行政機能の移転を余儀なくされました。これらのことを踏まえ、防災拠点となる庁舎及び学校施

設等の構造体の耐震化に加えて非構造部材の耐震性の確保及び老朽化対策の観点から優先的に耐

震対策に取り組みます。 
 
（３） 戦略３：非構造部材等を含めた安全対策の充実（基本方針３に対応） 

 
 
 
 

地震時の揺れによる建築物の倒壊や崩壊、構造部材のせん断破壊、座屈等の被害以外にも、熊

本地震などの大規模地震発生時においては、天井脱落や外壁落下、エレベーター閉じ込め、エス

カレーター落下、ブロック塀倒壊、給湯器の貯湯タンク転倒などの被害の事例がありました。 
また、東日本大震災においては、天井脱落による死傷事故も報告されており、人的被害を軽減

■ 地震に強い「すまい」・まちづくりのための重点的な取組み 

安全確認を要する大規模建築物対策・緊急輸送道路沿道対策 

●大規模な建築物が倒壊した場合、人的・経済的被害が拡大することが予想されるととも

に、大きな揺れが予測される地域においては、緊急輸送道路沿道建築物の倒壊により多数

の者の円滑な避難が阻害されるおそれがあるため、対象となる建築物に対する重点的な

耐震化に向けて取り組みます。 

 

住宅の耐震化対策 

●今後起こりうる地震等に備え、住宅所有者の意識啓発や支援策を強化し、耐震化の加速に

向けて取り組みます。 

■ 防災拠点となる施設の更なる耐震化・機能強化による耐災性の向上 

■ 天井、外壁等の非構造部材に係る安全対策 

■ エレベーター等の建築設備に対する安全対策 

■ その他建築設備に対する安全対策 
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する上では、非構造部材や建築設備等の建築物全般に係る安全対策が重要です。 
本計画においては、非構造部材等を含めた安全対策の充実を戦略として掲げ、これらの対策の

取組みを強化します。 
 

（４） 戦略４：耐震化に係る体制整備及び人材育成（基本方針４に対応） 

 

 
 
 
  

建築物所有者が防災意識を高め、地震による建築物倒壊等の被害から生命、身体及び財産を守

ることを自らの問題として捉えることが耐震化の第一歩であることから、意識啓発のための情報

提供は重要です。 
近年、耐震改修を名目とした悪質なリフォーム被害が増加するなか、町民が安心して耐震診断・

耐震改修等を実施できるよう相談体制整備及び情報提供の更なる充実を図るとともに、住宅耐震

化等をテーマにした講演会の開催等により建築物所有者の耐震化に向けた動機付けを図る施策を

推進します。   

■ 建築物所有者への意識啓発の強化 

■ 相談体制整備や情報提供の充実（分かりやすい情報発信） 

■ 支援策の普及啓発（建築物所有者への動機付け） 

■ 専門技術者の養成等（継続的な対策） 
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第４章 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

 

１ 民間建築物等の耐震化に関する基本的な考え方 

住宅の耐震化を促進するためには、地域防災対策等を自らの問題として意識し、町民自ら耐震

対策に取り組むことが不可欠です。町は県と連携し、耐震化に関する普及啓発、相談窓口による

行政や専門家によるサポートの実施や耐震診断、耐震改修設計、耐震改修等への公的支援の強化

により、住宅の耐震化の促進を図ります。 
また、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震改修促進法第 14 条の規定により、当該建築

物の耐震化に努めることとなっています。なお、耐震性が十分でない全ての建築物の所有者は、

耐震改修促進法第 16 条の規定により、当該建築物の耐震化に努めることとなっているため、町は

県と連携し、これらの建築物についても、耐震化に向けた取組みを推進します。 
 

２ 民間建築物等の耐震化を促進するための支援 

 （１） 住宅の耐震化に関する施策 

町民にもっとも身近な住宅の耐震化は、町民の生命や財産を保護し、

地域の防災機能を高めることに大きく貢献しますが、町内には耐震性

が不十分な住宅が多数存在します。 
そこで、町は、既存住宅の耐震化を促進するため、町民に住宅の

耐震化の必要性・重要性に関する啓発や合理的で低コストの耐震改修

方法等の普及を図ります。 
熊本地震でも、わが国の過去の地震と同様に、屋根が重くかつ現行

の耐震基準を満たしていない多くの木造住宅が倒壊しました。 
また、地震により直接的に亡くなった方々の多くは、これらの木造

住宅の倒壊によるものと考えられます。 
熊本県は、地震で傷んだ住宅を含む木造戸建て住宅の耐震化に係る県民の負担を軽減するため、

耐震診断士を派遣する制度を創設しました。 
これを受けて、町でも戸建て木造住宅耐震改修等補助金の制度を実施し耐震改修設計、耐震改

修等への補助制度の推進に取り組んでいます。 
また、町はアンケートの結果、これらの補助制度の周知が不十分との認識を持ち、一層の浸透

を図るため広報誌等における周知の取り組みを強化します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天井、床を解体せずに
壁を補強する低コスト
の改修 
（写真：NPO 耐震化アドバ

イザー協議会） 
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 木造住宅耐震改修等事業の周知：町ホームページより 
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（２） 特定既存耐震不適格建築物の耐震化に関する施策 

 特定既存耐震不適格建築物については、地震災害の際に生ずる人的被害や経済的被害が甚大な

ものとなる可能性や地震災害時の避難やその後の救援活動に支障を来すおそれがあります。 
 町では、これらの特定既存耐震不適格建築物を対象に、所管行政庁や関係団体と連携し、耐震

診断や耐震改修について建築物所有者への働きかけ耐震化を促進します。 
 
３ 防災上重要な施設の優先的な耐震化及び指定 

震災後の活動拠点施設である庁舎等及び緊急避難施設となる学校施設の耐震化は防災対策上重

要であるとともに、人的被害軽減の観点からも優先的な取組みが求められます。 
これまでの取組みにより、公立学校施設の構造体の耐震化は概ね完了していますが、指定避難

所である施設の非構造部材も含めた耐震化をはじめ、防災拠点となる庁舎、医療施設、社会福祉

施設及び学校施設等の重要な施設の耐震化を促進します。 
  
4 非構造部材等を含めた安全対策 

 

（１） 非構造部材・建築設備等に対する安全対策指導 

 天井・窓ガラス・内外壁等の非構造部材の安全対策 

東日本大震災では、多数の建築物で天井の脱落、窓ガラスの破損、内外壁の脱落等が発生し、

特に、大規模空間を有する建築物の天井脱落事故による死傷者も発生しており、熊本地震におい

ても、天井脱落等の非構造部材の被害がありました。 

地震時における天井脱落による被害を防止するための一連の技術基準が告示・施行されています。

これにより「特定天井」（脱落により重大な危害を生ずるおそれがある天井）に該当する場合、こ

れらの技術基準に基づき脱落防止対策を行うことが義務づけられました。 
 窓ガラスの安全対策 

 硬化パテ止めのはめ殺し窓や大きなガラスのはめ殺し窓、三連以上の連続した窓などは地震時

に割れやすく、特に昭和 54 年以前着工の建築物では、窓ガラスの取付けに硬化パテを使用してい

るケースが多いため、建築物所有者等に対する点検・調査を促し、危険性が高い場合は、改善に

係る情報提供等を行いながら適切な指導等を行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 窓ガラスの地震対策の要点・危険性の高い窓 （資料：一般財団法人日本建築防災協会） 
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ブロック塀等の安全対策 

 地震時のブロック塀の倒壊は、人的被害だけでなく円滑な避難活動にも影響を及ぼすことから、

構造安全性の確認を促すとともに、安全性を満足しない無筋ブロック塀等については、補強、撤

去、生け垣への変更の手法等、関連する情報の提供を実施します。 
 また、建築物に取り付けられた屋外広告物や屋上突出物等の非構造部材についても、安全性の

確認を促し、適切な措置を講じられるよう指導等を実施します。 
その他の建築設備等の安全対策 

 電気、ガス、暖房、消火、排煙に係る設備については、漏電や火災等の地震発生後の二次災害

等に繋がる可能性があるとともに、消火や救助、避難等の円滑な活動に支障を来すおそれがある

ことから、十分な安全対策が必要です。 
 建築設備については、関係する法令や告示等を踏まえ、電気、ガス等の関連する事業者や設備

機器メーカーとの連携を図りながら、安全対策の重要性について周知するとともに、点検や改善

の手法等に関する知識の普及を図ります。 
 

（２） 文化財建造物の安全対策 

 熊本地震では多数の文化財建造物が被害を受けましたが、文化財建造物は、構造・材料を変更

せず旧来の形状を保存維持することを旨としているため、現行の建築基準法に基づいた補強策を

採用しがたい状況にあります。 
 このため、平成 8 年 1 月、文化庁において策定された「文化財建造物等の地震時における安全

性確保に関する指針」及び平成 11 年 4 月、文化庁において策定（平成 24 年 6 月改正）された「重

要文化財（建造物）耐震診断指針」に則した文化財建造物の耐震性能を確保するための取組みを

支援します。 
 

（３） 被災建築物応急危険度判定体制 

 熊本県内では熊本地震の余震等による二次災害を防止するため、被災した建築物の応急危険度

判定が 57,570 棟実施されました。 
 地震により建築物、宅地等が被害を受け、被災建築物等の応急危険度判定が必要な場合は、県

及び町は、「熊本県被災建築物応急危険度判定要項」に基づき必要な措置を講じます。 
 今後は罹災証明の発行までの期間を短縮するため応急危険度判定と罹災証明の調査の連携など

も計画されており、今後の地震に備え、引き続き被災建築物応急危険度判定士の養成・登録を行

い、応急危険度判定の実施の目的等の町民への十分な周知に努めます。 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

被災建築物応急危険度判定の様子、判定ステッカー 
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（４） 伝統工法住宅に対する耐震対策の検討と空き家の有効活用 

山都町には歴史的な街並みを形成し、伝統的な住様式を受け継いでいる伝統的民家が多数存在

しています。また、定住促進や賑わい形成等の施策において空き家の有効活用が求められており

ますが耐震性などの状況に対する情報提供制度が必要です。 
平成 29 年の住宅耐震化意向アンケートにおいても、回答者の約 28％が昭和 25 年以前に建築

された所謂伝統工法住宅に住んでおり、その内約半数が「束石の上に柱が載っている造りのため、

改修費用が高額になるか不安」との回答を選択しています。 
伝統工法で建築されている建築物の耐震性を評価する場合、現在の仕様規定に適合しているこ

とを前提（基礎を再構築する必要がある）とすることが一般的であり、改修工事が大規模になる

ことが予想されます。 
他方で近年、伝統工法は耐震面での評価が見直され始めています。山都町ではこのような伝統

工法建築物の保有耐力を検証する効率的な方法について調査し、耐震改修の普及を図ります。 
 
（５） シェルターの導入の促進について 

本報告書で町内の一般住宅の耐震化率は約 49％でした。住宅耐震化意向アンケートによると、

回答者の約半数が耐震改修工事の予算を 100 万円以下と回答し、また約 4 割の世帯で「継ぐ人間

がいないので耐震改修を考えていない。」と回答していることを併せて考えた場合、今後もこれま

でのペースで耐震化率の向上が推移する可能性が高く、平成 37 年度までに耐震性が不足する住

宅をおおむね解消するという目標の達成に向けて有効な施策の実行が必要です。 
現実的な施策として、生存空間の確保のための耐震シェルターの導入効果を検証し、補助制度

のさらなる活用を進めることが当面必要と思われます。（熊本県では戸建て木造住宅耐震改修等促

進事業実施要領第 2 条第 8 号でシェルターの補助の条件として「他都道府県で補助対象工法とし

て認められたもの等」としていますので、これら実施要綱との整合性も整理します。） 
 
（６） 被災宅地復旧支援事業の実施 

山都町では平成 28 年熊本地

震復興基金の交付を通して被災

した宅地の復旧費用の一部を補

助しています。地形が急峻な山

都町においては、敷地の安全性

を確保することが建物の耐震性

向上と同様に重要となります。

擁壁の再構築等の際には工作物

の建築確認申請が必要になり、

工事業者を含め手続きの周知・

徹底を図ります。また、関係機関

と連携して敷地の安全性を点検

する手段に対する相談窓口の構

築を目指します。 
 
 

山都町広報誌より 
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第５章 建築物の耐震性向上に関する啓発及び知識の普及 

 

１ 耐震改修を促進する環境整備 

 

（１） 相談体制の充実  

町では、平成 28 年熊本地震で半壊以上の被害を受けた住宅に対して応急修理の補助事業を実

施していますが、今後、必要に応じて建築物の所有者等からの地震に対する建築物の安全性や改

修技術についての一般的は相談に応じるために、建築関係団体と連携した建築物の耐震化につい

ての相談体制を整備します。 
 
（２） 情報提供の充実 

建築物の所有者等からの様々な情報の要望に的確に対応するため、建築関係団体と連携して、

情報提供の充実を図ります。 
町ではこれまでも、広報誌や町のＨＰ及び、地域を通じて町の住宅耐震化支援策を周知してき

ましたが、住宅耐震化の意向アンケートを実施した結果、制度の周知・浸透が不十分であるとの

認識しており、今後更なる情報発信の手段を講じます。 
熊本県では、耐震診断・耐震改修設計等業務を担う建築士の技術力向上や人材育成・確保を目

的とした講習会を開催しており、受講修了した建築士の名簿をホームページに掲載する等、情報

提供を行っていますが、町においてもこのような情報提供に努めます。 
町では、熊本地震で宅地擁壁崩壊や液状化等の被害が多く生じたことを踏まえ、「がけ地近接等

危険住宅移転促進事業」等の危険な場所に建つ住宅の移転を支援する事業や宅地耐震化事業等に

関する情報提供を行います。 
 
（３） 建築物所有者に対する支援策の啓発 

（ア） 国・県・市町村の支援策（助成制度等）の普及啓発 

 建築物の耐震診断・耐震改修を促進するためには、建築物所有者への支援策が重要です。 
国土交通省では、建築物所有者の経済的負担を軽減するために、「社会資本整備総合交付金」に

よる支援制度により、民間所有者に対する耐震診断・耐震改修を補助しており、町でも支援策を

実施しています。 
今後とも、町は県と連携しながら、国の施策に沿った支援策の拡充を検討していきます。 
 

（イ） 税制･融資制度等の各種支援策の情報提供の充実 

社会資本整備総合交付金による支援以外にも、税制や融資、保険制度等における優遇措置が用

意されていることから、建築物所有者に対する各種支援策の情報提供を充実させ、耐震化に向け

た機運を醸成します。 
 

ⅰ 税制面の優遇措置 

 耐震改修を行うことにより、所得税の控除や固定資産税の減免が受けられることから、制度の

周知を目的として、国土交通省が作成したガイドブック等を活用し、情報の提供に努めます。 
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種別 名称 概要 

所得税の控除 耐震リフォー

ムの投資型減

税（耐震改修促

進税制） 

控除額は、以下①②のいずれか少

ない額に 10%を乗じた額 

①国土交通大臣が定める耐震改修

の標準的な工事費用相当額－補

助金等 

②250 万円（控除対象限度額） 

※控除期間は 1 年 

［平成 28 年 8 月現在］ 

 住宅ローン減

税 

リフォームローン等の年末残高の

1%が 10 年間にわたり控除される 

［平成 28 年 8 月現在］ 

固定資産税の 

減免 

耐震リフォー

ム 

当該家屋に係る固定資産税額の

1/2 を軽減（工事完了年が平成 25

年 1 月 1 日～平成 30 年 12 月 31

日）※減額期間は 1 年度分 

※緊急輸送道路等の沿道にある住

宅の場合の減額期間は 2 年度分 

［平成 28 年 8 月現在］ 

 
ⅱ 耐震改修に係る融資制度 

 最近は、住宅金融支援機構をはじめとする金融機関において、新築だけでなく、耐震改修を伴

うリフォーム工事に適用できる商品を用意していることから、関係機関と連携しながら、当該商

品の情報提供による耐震化を促進します。 
 

事業名 対象 補助率 等 

リフォーム融資 

（耐震改修工事） 

戸建て住宅 融資限度額：1000 万円（上限：住宅部分工事費の 80%） 

金利：0.59～1.17%（返済期間 10 年以内） 

0.90～1.63%（返済期間 11 年以上 20 年以内） 

［平成 29 年 3 月現在］ 

マンション共用部分

リフォーム融資 

マンション 

共用部分 

融資限度額：以下①②のいずれか低い額 

 ①工事費の 80％ 

 ②500 万円×住宅戸数（耐震改修工事を伴う場合） 

金利：0.36％（耐震改修工事を伴う場合） 

      （返済期間 10 年以内） 

［平成 29 年 3 月現在］ 

※この他、事業用の施設の耐震改修には、日本政策金融公庫や熊本県中小企業融資制度が活用できる場

合があります。詳しくは、日本政策金融公庫又は県内金融機関にお尋ねください。 

 耐震リフォームに係る税制優遇措置の概要 

 住宅金融支援機構の耐震工事に係る融資制度 

住宅リフォームガイドブック 
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２ 身近に出来る耐震対策の普及促進 

（１） 自主防災組織や自治会組織などとの連携による普及啓発 

地震防災対策として、「自らの命は自らで守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」という共

通の目的を持って住民が自発的に結成する組織である自主防災組織の活動が、非常に有効である

といわれています。町内でも、自治会や町内会等が自主防災組織として活動が行われています。 
町は、県及び建築関係団体と連携して、自主防災組織や自治会等に対して、耐震診断や耐震改

修の啓発のため、パンフレットの配布、専門家や建築技術者の派遣など必要な支援を行います。 
 

（２） 住宅の耐震性低下の防止 

木造住宅等の柱や梁等の構造部材の腐朽やシロアリ被害等による耐震性の低下を防止するため、

町は日頃から屋根、外壁、基礎のひびや欠け、内装のシミ等の雨漏りの兆候、床下等に蟻道（ぎ

どう。シロアリの分泌物等でできた通り道）が見られないか等の点検、床下等の換気等の実施の

必要性について普及啓発を図ります。 
 

（３） 自主対策（家具転倒防止策等）の推進 

建築物に被害がなくても、家具等の転倒や散乱で、下敷きになったり、避難が遅れたりといっ

た被害を未然に防止することが重要です。 
そのために、町は家具や電化製品等の転倒を防止する金物等による固定や家具等のガラスの飛

散防止対策、大型家具・電化製品等の配置の工夫（就寝場所や避難経路からはずれた場所への配

置換えなど）等、屋内外の日常の安全点検による地震に対する備えの強化の必要性について普及

啓発を図ります。 
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第６章 関係団体との連携 
 

１ 町地震防災マップの作成 

  
 地震防災マップは、町の地域における地震の予防対策として、発生のおそれのある地震やその

被害等の可能性を住民に示すことにより、地震時における避難を容易にするとともに、耐震対策

の重要性等の意識を高めることができます。 
 町では、土砂災害の危険度マップの作成とともに地震防災マップの作成を行うことを目指しま

す。 
 地域住民の防災意識の啓発や建築物の耐震化をより一層促進するため、地震防災マップには以

下のような内容を盛り込むことが考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

２ 関係団体との耐震化の促進に関する連携 

 

（１） 熊本県建築物安全安心推進協議会 

公益社団法人熊本県建築士会、一般社団法人熊本県建築士事務所協会、一般社団法人熊本県建

築協会、熊本県建築組合連合会、一般財団法人熊本県建築住宅センター等の県内の建築関係団体

及び関係行政機関等で構成されている熊本県建築物安全安心推進協議会が平成 11 年 9 月に設置

され、建築物の安全性等を適確に確保するための施策が策定・実施されています。 
町では上記協議会と連携を図りながら耐震診断及び耐震改修の促進に努めます。 

 減災のてびき（内閣府（防災担当）） 

 

■ 揺れやすさ：震度などの揺れの大きさを地図上に示したもの 

 

■ 地盤被害の想定：地盤崩落や液状化などの地盤被害の程度を地図上に示したもの 

 

■ 建築物被害の想定：倒壊や全壊などの建築物被害の程度を地図上に示したもの 

 

■ 火災被害の想定：出火及び延焼による建築物被害の程度を地図上に示したもの 

 

■ 避難の困難性：各種地震災害に対して、避難場所等までの避難困難性の程度を地図上に

示したもの（避難場所や避難路の位置等を示しただけのものでないも

の） 

 

■ 総合的な危険性：地震に起因する危険性の程度をポイント化して、足し合わせ、総合的

な危険性を地図上に示したもの 

 

※地震被害については、熊本地震の実際の被害に関する調査結果や把握情報、写真等

を盛り込むことで、実感として分かりやすくし、啓発効果を高めることも期待され

る。 
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（２） 熊本県建築物耐震対策市町村連絡会議 

町では、県・周辺自治体及び関係団体と連携した耐震対策を推進するため、この連絡会議を通

じて町民に対する知識の普及啓発に努めます。 
 

（３） 各種組合等との耐震化の促進に関する連携 

町では、建築関係団体との連携のほかに、学校、病院、旅館・ホテル、店舗等の各種組合等とも

連携して耐震診断及び耐震改修に関する知識の普及や啓発を行うなど、特定既存耐震不適格建築

物や多数の者が利用する施設等の耐震化の促進に努めます。 
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第７章 計画の推進に向けて 
 

 町促進計画の見直し等 

 

 本計画は、関係団体及と連携し、耐震対策に関する検討・調整を行いながら推進していきます。

また、社会情勢の変化や耐震診断及び耐震改修の状況を勘案し、必要に応じて検証及び見直しを

行います。 
 本計画を実施するに当たり、必要な事項は別途定めることとします。 
 
 施策実行例 
 １）町では平成３１年８月に戸建て木造住宅耐震化支援事業の内容を拡充しました。 
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 ２）町では平成３１年４月に危険ブロック塀等安全確保支援事業を創設し、危険なブロック 
塀等の撤去費用の一部を補助することになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考：上記の避難路「町が指定した路線及び区間」とは町が指定する避難路かつ避 
難所又は避難施設に通ずる区間とします。 
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